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議案第 59号 

 

 

   安曇野市まちづくり計画（新市建設計画）の変更について 

 

 別紙のとおり安曇野市まちづくり計画（新市建設計画）を変更したいので、市町村

の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第５条第７項の規定により、議会

の議決を求める 

 

 

平成 31年２月 20日 提出 

 

 

                 安曇野市長  宮澤 宗弘  
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別紙（議案第 59号） 

 

 

安曇野市まちづくり計画（新市建設計画）を次のように変更する。 

 

 Ⅰ 序論 ２ 計画策定の方針 （３）計画期間中「平成 32年度までの 16か年」 

を「平成 37（2025）年度までの 21か年」に改める。 

 Ⅷ 財政計画 １ 前提条件中「平成 32年度までの 16か年」を「平成 37（2025） 

年度までの 21年間」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ２ 歳入 (１) 市町村税中「個人市民税は、中期経済予測から実

質成長率を考慮し、納税義務者数については、給与所得者は減少、年金所得者は微増

としました。均等割は税制改正により平成 26年度から納税義務者一人当たり 500円増

で算定しました。（10年間）法人市民税については、均等割分を毎年 75万円減としま

した。法人税割は、平成 26年度税制改正による法人税割の税率改正を見込んだ上で、

成長率を平成 27年度 1.2%、平成 28年度以降 0.9%としました。固定資産税の土地に

ついては、各地目、前３ヵ年の対前年度比の平均値を参考として課税標準額を予測し

て算定しました。家屋については、評価替え年度は、前年課税標準額に前２回の評価

替え対前年度比の平均値を乗じて算定し、評価替え以外の年度は、前年度課税標準額

に平成 23年度・平成 25年度の課税標準額の対前年度比の平均値を乗じて算定しまし

た。」を「個人市民税は、中期経済予測による実質成長率及び「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の人口ビジョンを考慮し、納税義務者数については、給与所得者は減少、

年金所得者は増加としました。法人市民税は、税制改正を踏まえた上で、中期経済予

測による成長率を反映して課税額を予測し算定しています。固定資産税に係る土地の

評価については、地価の下落率が縮小傾向にあるものの地価動向の不安定性を考慮し

て一定の減少を見込み、家屋の評価については、過去の評価替えの状況を考慮し、一

定の減少を見込みました。」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ２ 歳入 (２) 地方交付税中「なお、特別交付税については毎年 

定額 6億円で見込んでいます。」を「なお、特別交付税については毎年定額６億８千万

円で見込んでいます。」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ２ 歳入 (６) その他中「その他の歳入については、過去の実績

等により算定しています。」を「その他の歳入については、過去の実績等により算定し

ています。また、平成 31（2019）年 10 月に見込まれる消費税率の引き上げを加味し

て算定しています。」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ３ 歳出 (１) 人件費中「人件費については、議員報酬と特別職 

給与は定額で、一般職員は平成 24年度の平均給与で算定しています。」を「人件費に

ついては、議員報酬と特別職給与は定額で、一般職員は平成 30年度当初予算の人件費

をベースに算定するとともに、平成 32（2020）年度以降は会計年度任用職員制度の導
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入を見込み、非常勤職員の退職手当等分を増額しています。」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ３ 歳出 (２) 扶助費中「扶助費については、実施計画及び過去 

の実績 を基に算定しています。」を「扶助費については、臨時的・特別措置的な給付

事業を除き、現行の制度が維持されるものとして算定しています。給付対象者等に大

きな増減は見込まれないため、ほぼ同一水準としましたが、児童手当給付に係る事業

については、児童数の減少を見込んで算定しています。」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ３ 歳出 (３) 物件費中「物件費については、実施計画及び過去

の実績を基に算定しています。」を「物件費については、実施計画及び過去の実績を基

に算定しています。なお、賃金については、会計年度任用職員制度が導入されること

を見込み、平成 32（2020）年度以降は非常勤職員の期末手当等分を増額しています。」

に改める。 

Ⅷ 財政計画 ３ 歳出 (４) 公債費中「新規借入分の借入利率については、 

0.8%（据置期間なし）で算定しています。」を「新規借入分借入利率については、0.35％

（据置期間なし）で算定しています。」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ３ 歳出 (５) 補助費等中「補助費等については、実施計画及び 

過去の実績を基に算定しています。」を「補助費については、実施計画及び過去の実績

を基に算定しています。なお、性質別で「繰出金」として支出していた下水道事業へ

の繰出金については、同事業の地方公営企業法適用に伴い、平成 28年度以降は補助費

等へ移行し算定しています。」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ３ 歳出 (６) 繰出金中「繰出金については、実施計画を基に特 

別会計 の事業量を見込んで算定しています。」を「繰出金については、実施計画を基

に特別会計の事業量を見込んで算定しています。なお、先の項目でも触れましたが、

下水道事業への繰出金を補助費等へ移行したため、平成 28年度以降は減額となってい

ます。」に改める。 

Ⅷ 財政計画 ３ 歳出 (８) その他中「その他の歳出については、実施計画及

び過去の実績を基に算定しています。」を「その他の歳出については、実施計画及び過

去の実績を基に算定しています。また、平成 31（2019）年 10 月に見込まれる消費税

率の引き上げを加味して算定しています。」に改める。 
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Ⅷ 財政計画 ４ 財政計画 （１）歳入の表 
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」に改める。 
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0

3
6
2

2
9
4

2
3
6

2
1
4

1
8
5

1
8
6

2
5
9

1
6
8

2
1
8

1
0
4

7
1

6
8

6
8

6
8

6
8

5
7

6
8

使
用

料
及

び
手

数
料

1
,
1
5
8

1
,
1
7
3

1
,
1
5
1

1
,
0
8
8

1
,
0
9
2

1
,
0
2
1

1
,
0
2
3

1
,
0
0
7

1
,
0
0
5

1
,
0
0
5

9
0
7

9
0
6

8
7
1

9
3
3

9
1
0

8
9
3

8
9
2

8
9
1

8
9
5

8
9
5

5
1
1

国
庫

支
出

金
2
,
4
1
0

2
,
0
4
7

2
,
2
2
5

1
,
8
8
3

4
,
5
3
0

3
,
8
5
9

3
,
4
4
7

3
,
0
5
6

3
,
3
7
1

3
,
4
2
0

3
,
7
6
4

3
,
6
4
4

3
,
6
1
7

3
,
7
8
8

4
,
0
3
8

4
,
4
3
8

3
,
6
4
4

3
,
6
4
7

3
,
1
6
2

3
,
1
8
6

3
,
1
7
1

県
支

出
金

1
,
1
7
4

1
,
5
1
3

1
,
6
9
4

1
,
5
0
8

1
,
6
0
0

1
,
9
9
3

1
,
8
4
9

1
,
7
5
8

1
,
8
0
3

2
,
2
2
2

2
,
1
1
8

2
,
1
4
7

2
,
1
6
1

2
,
2
1
4

2
,
3
1
9

2
,
3
0
1

2
,
2
5
0

2
,
2
5
0

2
,
1
5
8

2
,
1
4
6

2
,
2
7
3

財
産

収
入

1
9
5

1
2
9

1
7
2

1
9
4

1
5
7

1
1
0

1
3
1

1
3
0

2
3
5

1
2
3

2
8
3

1
5
2

1
2
4

5
4

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

寄
附

金
8
3

7
7
5
3

8
1
7

9
4
7

3
0
0

2
2
0

2
2
0

2
2
0

2
2
0

2
2
0

2
2
0

2
2
0

繰
入

金
4
,
6
6
3

3
8
0

7
7
8

9
3
4

1
,
0
6
0

5
2
7

6
8
1

1
,
7
9
2

2
,
0
0
5

9
7
8

1
,
0
8
7

2
,
2
1
1

1
,
2
9
2

1
,
0
7
2

1
,
3
9
1

8
8
3

1
,
3
3
9

7
3
9

1
,
4
7
3

1
,
3
1
8

9
5
3

繰
越

金
1
,
2
4
0

1
,
0
1
2

5
6
1

7
4
2

5
9
0

3
2
9

3
0
9

2
8
7

7
7
9

9
9
2

1
,
2
1
2

7
8
9

7
0
5

7
0
8

1
2
2

1
1
9

1
1
4

1
0
0

1
2
1

1
0
6

1
0
1

諸
収

入
等

1
,
4
9
1

2
,
2
8
7

1
,
1
5
1

1
,
1
9
2

1
,
1
9
7

1
,
2
7
7

1
,
2
9
6

1
,
4
3
1

1
,
8
1
8

1
,
5
1
5

1
,
4
4
4

1
,
3
8
6

1
,
3
7
4

1
,
4
1
5

1
,
4
2
5

1
,
4
2
6

1
,
4
2
2

1
,
4
2
4

1
,
3
4
2

1
,
3
4
8

1
,
3
4
6

地
方

債
3
,
5
9
4

4
,
5
5
8

4
,
1
1
5

3
,
2
1
5

4
,
0
3
6

4
,
6
9
3

4
,
7
4
1

4
,
3
7
1

4
,
7
4
2

8
,
0
2
3

4
,
5
2
1

4
,
1
7
0

3
,
8
8
8

4
,
1
8
3

5
,
3
9
4

6
,
9
6
6

2
,
7
9
5

2
,
6
3
1

1
,
9
2
3

1
,
9
5
8

1
,
9
3
5

歳
入

合
計

3
8
,
3
6
6

3
6
,
2
4
2

3
5
,
4
6
4

3
4
,
2
9
7

3
7
,
6
5
1

3
8
,
0
6
7

3
8
,
2
0
4

3
7
,
8
7
6

4
0
,
6
7
3

4
3
,
5
8
8

4
2
,
0
6
8

4
1
,
6
2
5

4
0
,
3
1
3

3
9
,
6
6
2

4
0
,
6
8
9

4
2
,
4
2
5

3
7
,
3
6
9

3
6
,
6
1
4

3
6
,
0
5
0

3
5
,
8
6
3

3
5
,
0
6
6
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Ⅷ 財政計画 ４ 財政計画 （２）歳出の表 

  「 

     

                           」を 

（
２

）
歳

　
出

（
単

位
：

百
万

円
）

　

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

年
度

決
算

年
度

決
算

年
度

決
算

年
度

決
算

年
度

決
算

年
度

決
算

年
度

決
算

年
度

決
算

年
度

決
算

見
込

年
度

決
算

見
込

年
度

決
算

見
込

年
度

決
算

見
込

年
度

決
算

見
込

年
度

決
算

見
込

年
度

決
算

見
込

年
度

決
算

見
込

　
人

件
費

6
,
2
1
2

5
,
9
4
1

5
,
8
8
4

5
,
6
6
4

5
,
6
5
8

5
,
6
5
5

5
,
7
2
4

5
,
5
6
1

5
,
7
2
2

5
,
7
1
9

5
,
6
6
9

5
,
6
2
5

5
,
6
1
5

5
,
6
1
5

5
,
6
1
5

5
,
6
1
5

　
扶

助
費

1
,
9
1
9

2
,
3
4
5

2
,
6
6
8

2
,
7
6
3

3
,
5
2
1

5
,
0
8
7

5
,
3
5
6

5
,
3
8
4

5
,
4
4
5

5
,
8
8
4

5
,
5
5
9

5
,
5
7
8

5
,
5
9
8

5
,
6
1
7

5
,
6
3
1

5
,
6
4
6

　
公

債
費

4
,
1
7
7

4
,
2
8
0

4
,
4
6
4

4
,
6
3
4

4
,
5
5
1

4
,
6
2
3

4
,
7
2
3

4
,
8
1
7

4
,
3
8
0

4
,
4
2
4

4
,
6
6
7

5
,
1
3
4

5
,
8
9
9

5
,
9
5
1

5
,
9
5
3

5
,
7
4
4

　
物

件
費

5
,
3
2
7

4
,
6
4
1

5
,
2
4
3

5
,
2
5
3

5
,
0
2
9

5
,
2
7
1

5
,
2
5
7

5
,
1
5
1

5
,
7
5
7

6
,
3
1
8

5
,
6
7
4

5
,
4
2
2

5
,
5
0
2

5
,
4
2
5

5
,
4
3
3

5
,
2
9
1

　
維

持
補

修
費

1
3
7

1
0
2

1
1
4

1
1
3

1
2
0

9
8

1
1
1

1
1
0

3
5
0

3
5
3

3
2
7

3
2
4

3
1
6

3
1
9

3
1
9

3
1
6

　
補

助
費

等
4
,
4
4
5

4
,
1
6
7

4
,
1
0
8

4
,
0
5
0

5
,
5
8
3

3
,
7
4
7

3
,
6
3
2

3
,
6
4
2

3
,
9
7
4

4
,
0
6
9

3
,
5
9
6

3
,
4
8
6

3
,
4
7
1

3
,
3
7
8

3
,
3
3
7

3
,
3
3
4

　
繰

出
金

2
,
7
4
7

3
,
3
9
9

3
,
5
9
7

4
,
0
0
5

4
,
0
4
4

4
,
3
0
1

4
,
3
7
8

4
,
5
6
0

4
,
6
3
6

4
,
8
7
3

5
,
3
0
1

5
,
4
3
7

5
,
5
3
5

5
,
6
2
5

5
,
7
3
2

5
,
8
5
4

　
積

立
金

3
,
4
5
8

2
,
8
7
4

2
,
0
2
5

4
5
6

4
8
3

2
,
1
0
8

2
,
4
1
2

1
,
0
0
3

2
,
1
8
7

8
8
2

1
,
3
3
9

8
6
9

4
6
8

4
6
4

4
6
1

4
3
9

　
投

資
・

出
資

・
貸

付
金

4
9
7

5
5
5

6
1
3

6
8
8

6
8
4

8
3
5

8
8
5

9
9
1

1
,
3
8
9

1
,
5
5
9

1
,
1
2
9

9
9
9

1
,
2
6
1

1
,
1
7
1

9
9
1

9
6
4

　
普

通
建

設
事

業
費

8
,
4
3
5

7
,
3
7
7

6
,
0
0
7

6
,
0
8
1

7
,
6
4
9

6
,
0
3
3

5
,
4
4
0

5
,
8
7
8

5
,
7
2
2

1
0
,
4
4
8

5
,
7
6
5

6
,
5
0
3

5
,
2
2
4

3
,
3
9
1

2
,
7
1
2

1
,
9
9
0

歳
出

合
計

3
7
,
3
5
4

3
5
,
6
8
1

3
4
,
7
2
3

3
3
,
7
0
7

3
7
,
3
2
2

3
7
,
7
5
8

3
7
,
9
1
8

3
7
,
0
9
7

3
9
,
5
6
2

4
4
,
5
2
9

3
9
,
0
2
6

3
9
,
3
7
7

3
8
,
8
8
9

3
6
,
9
5
6

3
6
,
1
8
4

3
5
,
1
9
3

区
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「 

 

                 」に改める。 

（
２

）
　

歳
　

出
（

単
位

：
百

万
円

）
　

20
19

年
度

20
20

年
度

20
21

年
度

20
22

年
度

20
23

年
度

20
24

年
度

20
25

年
度

平
成

17
年

度
平

成
18

年
度

平
成

19
年

度
平

成
20

年
度

平
成

21
年

度
平

成
22

年
度

平
成

23
年

度
平

成
24

年
度

平
成

25
年

度
平

成
26

年
度

平
成

27
年

度
平

成
28

年
度

平
成

29
年

度
平

成
30

年
度

平
成

31
年

度
平

成
32

年
度

平
成

33
年

度
平

成
34

年
度

平
成

35
年

度
平

成
36

年
度

平
成

37
年

度
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

　
　

算
決

算
見

込
決

算
見

込
決

算
見

込
決

算
見

込
決

算
見

込
決

算
見

込
決

算
見

込
決

算
見

込

　
人

件
費

6,
21

2
5,

94
1

5,
88

4
5,

66
4

5,
65

8
5,

65
5

5,
72

4
5,

56
1

5,
55

3
5,

65
3

5,
47

1
5,

40
5

5,
15

0
5,

34
6

5,
29

1
5,

40
7

5,
67

4
5,

68
8

5,
71

1
5,

68
2

5,
73

8
　

扶
助

費
1,

91
9

2,
34

5
2,

66
8

2,
76

3
3,

52
1

5,
08

7
5,

35
6

5,
38

4
5,

41
9

5,
82

5
5,

67
7

5,
96

4
5,

81
2

5,
65

9
5,

69
4

5,
87

7
5,

82
9

5,
78

4
5,

73
9

5,
69

6
5,

65
5

　
公

債
費

4,
17

7
4,

28
0

4,
46

4
4,

63
4

4,
55

1
4,

62
3

4,
72

3
4,

81
7

4,
39

7
4,

44
8

4,
43

7
4,

78
5

4,
50

4
4,

33
2

4,
53

7
4,

66
4

4,
94

2
4,

89
0

4,
82

3
4,

97
7

4,
20

7
　

物
件

費
5,

32
7

4,
64

1
5,

24
3

5,
25

3
5,

02
9

5,
27

1
5,

25
7

5,
15

1
5,

37
7

6,
30

1
6,

00
9

5,
87

2
5,

96
8

6,
29

7
5,

95
8

6,
12

2
5,

78
3

5,
65

5
5,

46
4

5,
29

4
5,

17
2

　
維

持
補

修
費

13
7

10
2

11
4

11
3

12
0

98
11

1
11

0
13

1
16

7
12

4
10

0
13

0
12

1
31

2
30

9
30

6
30

7
31

0
36

9
31

2
　

補
助

費
等

4,
44

5
4,

16
7

4,
10

8
4,

05
0

5,
58

3
3,

74
7

3,
63

2
3,

64
2

3,
72

5
3,

76
2

4,
73

4
6,

82
7

6,
69

1
6,

70
8

6,
76

2
6,

59
1

6,
51

9
6,

46
6

6,
43

8
6,

33
4

6,
45

1
　

繰
出

金
2,

74
7

3,
39

9
3,

59
7

4,
00

5
4,

04
4

4,
30

1
4,

37
8

4,
56

0
4,

71
2

5,
12

0
5,

53
7

3,
27

9
3,

36
0

3,
39

4
3,

49
9

3,
55

2
3,

75
2

3,
61

4
3,

66
0

3,
73

7
3,

73
6

　
積

立
金

3,
45

8
2,

87
4

2,
02

5
45

6
48

3
2,

10
8

2,
41

2
1,

00
3

2,
74

9
59

9
1,

29
6

1,
50

2
1,

47
1

1,
09

5
62

4
52

4
52

9
52

1
45

6
44

7
39

4
　

投
資

・
出

資
・

貸
付

金
49

7
55

5
61

3
68

8
68

4
83

5
88

5
99

1
1,

37
0

1,
35

2
1,

05
7

97
5

96
1

1,
23

9
1,

14
3

1,
14

3
98

4
98

4
98

4
98

4
98

4
　

普
通

建
設

事
業

費
等

8,
43

5
7,

37
7

6,
00

7
6,

08
1

7,
64

9
6,

03
3

5,
44

0
5,

87
8

6,
24

8
9,

14
9

6,
93

7
6,

21
1

5,
55

8
5,

34
9

6,
75

0
8,

12
2

2,
95

1
2,

58
3

2,
35

9
2,

24
3

2,
30

6
歳

出
合

計
37

,3
54

35
,6

81
34

,7
23

33
,7

07
37

,3
22

37
,7

58
37

,9
18

37
,0

97
39

,6
81

42
,3

76
41

,2
79

40
,9

20
39

,6
05

39
,5

40
40

,5
70

42
,3

11
37

,2
69

36
,4

92
35

,9
44

35
,7

63
34

,9
55
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議案第60号 

 

 

×××市有財産の処分について 

 

×市有財産である安曇野市豊科デイサービスセンターの売却につき、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号並びに安曇野市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年安曇野市条

例第48条）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 売却する土地及び建物 

（１）土地 

所  在 安曇野市豊科4160番1 

地  目 宅地 地  積 6,722.07㎡ 

（２）建物 

  ア 主である建物 

所  在 安曇野市豊科4160番地1 家屋番号 4160番1 

種  類 
デイサービスセンター・

事務所 
構  造 

鉄筋コンクリート造かわら

ぶき平家建 

床 面 積 1,442.58㎡ 

  イ 附属建物 

種  類 機械室 構  造 
コンクリートブロック造亜

鉛メッキ鋼板ぶき平家建 

床 面 積 5.70㎡ 

 

２ 売却価格    85,723,200円 

 

３ 売却の相手方  安曇野市豊科4160番地１ 

社会福祉法人 安曇野市社会福祉協議会 

          会長 松嶋 隆徳 

 

 

××平成31年２月20日×提出 

×× 

安曇野市長××宮澤×宗弘× 



議案第 61号 

 

 

  債権の放棄について 

 

 上記の議案を提出する。 

  

平成 31年２月 20日提出 

 

                    安曇野市長   宮 澤 宗 弘 

 

 

  債権の放棄について 

 下記のとおり債権を放棄する。 

記 

１ 債権の概要 

（１）  債 務 者    安曇野市***************************************                    

             ********** 

 

（２） 債権の名称    生活保護費徴収金 

 

（３） 債権の額     3,923,729円 

 

（４） 債権の発生日   平成 27年 10月８日  

 

（５） 債権発生理由   生活保護法第 78条第１項 

 

２ 放棄の理由      債務者は平成 29年２月７日に死亡し、当該債務者の法定

相続人全員が相続放棄したことにより、債権を回収する

見込みがないため。 

 

提案理由 

 債権の放棄について、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第 10号 

の規定に基づき、議会の議決を得る必要があるため、本案を提出いたします。 

 



1 

 

議案第 62号 

 

 

  債権の放棄について 

 

 上記の議案を提出する。 

  

平成 31年２月 20日提出 

 

                    安曇野市長   宮 澤 宗 弘 

 

 

  債権の放棄について 

 下記のとおり債権を放棄する。 

記 

１ 債権の概要 

(１) 債 務 者      安曇野市************************************* 

            ********** 

 

（２） 債権の名称    生活保護費返還金等 

 

（３） 債権の総額     450,564円 

 

２ 債権の内訳 

 

（１） 債権ア   債権の額   417,919円 

          債権発生日  平成 24年９月 14日 

          債権発生理由 生活保護法第 78条第１項 

 

（２） 債権イ   債権の額     991円 

          債権発生日  平成 24年８月 31日 

債権発生理由 生活保護法第 63条 

 

（３） 債権ウ   債権の額    12,306円 

          債権発生日  平成 24年 10月 25日 

債権発生理由 生活保護法第 63条 



2 

 

（４） 債権エ   債権の額    19,348円 

          債権発生日  平成 24年 10月 25日 

債権発生理由 生活保護法第 63条 

 

３ 放棄の理由  債務者は平成 28年１月 23日に死亡した後、当該債務者の法定相

続人全員が相続放棄したことにより、債権を回収する見込みがな

いため。 

 

提案理由 

 債権の放棄について、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第 10号 

の規定に基づき、議会の議決を得る必要があるため、本案を提出いたします。 

 

    



議案第 63号 

 

 

  債権の放棄について 

 

 上記の議案を提出する。 

  

平成 31年２月 20日提出 

 

                    安曇野市長   宮 澤 宗 弘 

 

 

  債権の放棄について 

 下記のとおり債権を放棄する。 

記 

１ 債権の概要 

（１）  債 務 者    安曇野市*************************************** 

             ******** 

 

（２） 債権の名称    生活保護費返還金 

 

（３） 債権の額     585,427円 

 

（４） 債権の発生日   平成 22年９月 21日  

 

（５） 債権発生理由   生活保護法第 63条 

 

２ 放棄の理由      債務者は平成 28年７月 12日に死亡し、当該債務者の法

定相続人全員が相続放棄したことにより、債権を回収す

る見込みがないため。 

 

提案理由 

 債権の放棄について、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第 10号 

の規定に基づき、議会の議決を得る必要があるため、本案を提出いたします。 

 

 



議案第 64号 

 

 

市道の廃止について 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 10条第１項の規定により、下記のとおり市道

路線を廃止したいので、同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別紙市道廃止路線調書による。 

 

 

平成 31年２月 20日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 



（別紙） 市 道 廃 止 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

24186 穂高柏原3571-1番地先 L = 245.5

穂高4186号線 穂高柏原3577-1番地先 W = 3.0

24188 穂高柏原3862番地先 L = 230.1

穂高4188号線 穂高柏原3580-1番地先 W = 6.4～4.5

24189 穂高柏原3912番地先 L = 416.7

穂高4189号線 穂高柏原3560-5番地先 W = 4.5～2.7

24194 穂高柏原3576-1番地先 L = 106.4

穂高4194号線 穂高柏原3101-3番地先 W = 4.3～2.5

24492 穂高柏原3460-3番地先 L = 499.2

穂高4492号線 穂高柏原3446-6番地先 W = 3.5～2.0

41106 堀金烏川5697-3番地先 L = 335.9

堀金1106号線 堀金烏川5679-1番地先 W = 7.2～4.3

41107 堀金烏川755-2番地先 L = 579.9

堀金1107号線 堀金烏川5691-1番地先 W = 5.0～3.0

41108 堀金烏川738-2番地先 L = 577.5

堀金1108号線 堀金烏川5682番地先 W = 4.6～3.2

41109 堀金烏川781-17番地先 L = 150.4

堀金1109号線 堀金烏川765-4番地先 W = 7.9～3.2

41110 堀金烏川1561-1番地先 L = 364.6

堀金1110号線 堀金烏川757-5番地先 W = 5.15～3.0

重要
な経
過地

- 1 -

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

8

7

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

2
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

廃　止  理  由

6

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

整
理
番
号

4
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

10
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

9

1

3

5



（別紙） 市 道 廃 止 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

重要
な経
過地

廃　止  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

整
理
番
号

41112 堀金烏川5621-1番地先 L = 567.1

堀金1112号線 堀金烏川5672-2番地先 W = 6.5～2.0

41113 堀金烏川5758番地先 L = 442.8

堀金1113号線 堀金烏川5722-3番地先 W = 5.0～2.9

41114 堀金烏川5679-1番地先 L = 452.7

堀金1114号線 堀金烏川5655-3番地先 W = 9.5～3.5

41115 堀金烏川5678番地先 L = 238.5

堀金1115号線 堀金烏川5662-3番地先 W = 6.0～3.5

41120 堀金烏川5380-2番地先 L = 991.0

堀金1120号線 堀金烏川5613-7番地先 W = 8.1～3.4

41121 堀金烏川5611-4番地先 L = 294.9

堀金1121号線 堀金烏川5601番地先 W = 5.0～2.7

41122 堀金烏川5567番地先 L = 438.8

堀金1122号線 堀金烏川5601番地先 W = 5.0～3.0

41752 堀金烏川5493-6番地先 L = 314.0

堀金1752号線 堀金烏川5522-2番地先 W = 0.0

24175 穂高柏原3931-2番地先 L = 80.1

穂高4175号線 穂高柏原3569番地先 W = 3.3～1.6

24211 穂高柏原4731-1番地先 L = 567.6

穂高4211号線 穂高柏原3793-2番地先 W = 4.5～2.0

- 2 -

19 ほ場整備に伴う廃止

20 ほ場整備に伴う廃止

17
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

18
ほ場整備後再認定に伴
う廃止

11

12

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

13

14

15

16

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止

ほ場整備後再認定に伴
う廃止



（別紙） 市 道 廃 止 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

重要
な経
過地

廃　止  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

整
理
番
号

41754 堀金烏川5638-1番地先 L = 97.3

堀金1754号線 堀金烏川5640番地先 W = 0.0

22239 穂高9878番地先 L= 475.8

穂高2239号線 穂高8083-1番地先 W = 7.0～5.3

22346 穂高7943-1番地先 L= 1062.8

穂高2346号線 穂高8000-1番地先 W = 6.0～2.9

22483 穂高9881番地先 L= 98.0

穂高2483号線 穂高9878番地先 W = 5.8～5.0

　

農道へ所管換えに伴う
廃止

21 ほ場整備に伴う廃止

22
農道へ所管換え後再認
定に伴う廃止

23
農道へ所管換えに伴う
廃止

24

- 3 -



 

 

 

 

-４- 

廃止路線位置図 整理番号１～21 



 

 

 

 

 

-５- 

穂高 2346号線 

廃止路線位置図 
整理番号 22～24 

穂高 2483号線 

穂高 2239号線 



議案第 65号 

 

 

市道の認定について 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項の規定により、下記のとおり市道路

線を認定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別紙市道認定路線調書による。 

 

 

平成 31年２月 20日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 



（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

24186 穂高柏原3574-1番地先 L = 205.6 ほ場整備に伴う再認定

穂高4186号線 堀金烏川5662-3番地先 W = 6.15～3.0

24188 堀金烏川5682-1番地先 L = 268.4 ほ場整備に伴う再認定

穂高4188号線 穂高柏原3863-1番地先 W = 9.85～4.5

24189 穂高柏原3912-1番地先 L = 394.7 ほ場整備に伴う再認定

穂高4189号線 穂高柏原3838-1番地先 W = 9.65～2.7

24194 穂高柏原3576-1番地先 L = 120.8 ほ場整備に伴う再認定

穂高4194号線 穂高柏原3101-2番地先 W = 6.75～3.0

24492 穂高柏原3466-5番地先 L = 362.0 ほ場整備に伴う再認定

穂高4492号線 穂高柏原4736番地先 W = 11.7～4.0

41106 堀金烏川5697-3番地先 L = 290.6 ほ場整備に伴う再認定

堀金1106号線 堀金烏川5682-1番地先 W = 10.3～3.8

41107 堀金烏川755-2番地先 L = 578.2 ほ場整備に伴う再認定

堀金1107号線 堀金烏川5690-5番地先 W = 6.0～3.0

41108 堀金烏川738-2番地先 L = 133.2 ほ場整備に伴う再認定

堀金1108号線 堀金烏川737-2番地先 W = 4.1～3.0

41109 堀金烏川781-17番地先 L = 202.0 ほ場整備に伴う再認定

堀金1109号線 堀金烏川737-2番地先 W = 7.7～3.0

41110 堀金烏川1561-1番地先 L = 235.8 ほ場整備に伴う再認定

堀金1110号線 堀金烏川1565-1番地先 W = 10.95～3.510.95～3.5

6

- 1 -

8

7

10

9

整
理
番
号

3

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

5

幅 員（ｍ）

4

1

2



（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

整
理
番
号

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

41112 堀金烏川5621-3番地先 L = 177.0 ほ場整備に伴う再認定

堀金1112号線 堀金烏川5625番地先 W = 5.9～2.7

41113 堀金烏川5617番地先 L = 412.5 ほ場整備に伴う再認定

堀金1113号線 堀金烏川5719-2番地先 W = 9.0～4.5

41114 堀金烏川5655-3番地先 L = 102.4 ほ場整備に伴う再認定

堀金1114号線 堀金烏川5652-2番地先 W = 5.65～4.0

41115 堀金烏川5678-1番地先 L = 223.0 ほ場整備に伴う再認定

堀金1115号線 堀金烏川5675番地先 W = 8.55～4.0

41120 堀金烏川5380-2番地先 L = 360.5 ほ場整備に伴う再認定

堀金1120号線 堀金烏川5560-8番地先 W =

41121 堀金烏川5611-8番地先 L = 297.3 ほ場整備に伴う再認定

堀金1121号線 堀金烏川5602-1番地先 W = 6.75～3.0

41122 堀金烏川5554番地先 L = 392.8 ほ場整備に伴う再認定

堀金1122号線 堀金烏川5600番地先 W = 8.15～4.0

　

41752 堀金烏川5493-6番地先 L = 2141.4 ほ場整備に伴う再認定

堀金1752号線 堀金烏川765-4番地先 W =

22531 穂高柏原4737番地先 L = 148.6

穂高2531号線 穂高柏原4730-5番地先 W =

22532 穂高柏原3463番地先 L = 98.8

穂高2532号線 穂高柏原3460-2番地先 W = 10.4～4.0

ほ場整備に伴う認定
13.55～4.0

ほ場整備に伴う認定

13.35～4.0

18

- 2 -

19

20

12

13

14

15

16

17

11

11.25～6.0



（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

整
理
番
号

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

41776 堀金烏川5690-5番地先 L = 52.5 ほ場整備に伴う認定

堀金1776号線 堀金烏川5690-6番地先 W = 17.2～3.0

41777 堀金烏川5672-2番地先 L = 206.5 ほ場整備に伴う認定

堀金1777号線 堀金烏川5665-1番地先 W = 7.6～1.75

41778 堀金烏川5629-1番地先 L = 133.5 ほ場整備に伴う認定

堀金1778号線 堀金烏川5757番地先 W =

41779 堀金烏川5761-1番地先 L = 147.3 ほ場整備に伴う認定

堀金1779号線 堀金烏川5627-1番地先 W = 10.0～4.0

41780 堀金烏川5548-1番地先 L = 197.8 ほ場整備に伴う認定

堀金1780号線 堀金烏川5544-2番地先 W = 8.0～3.0

41781 堀金烏川5522-2番地先 L = 294.3 ほ場整備に伴う認定

堀金1781号線 堀金烏川5545番地先 W = 7.1～4.0

41782 堀金烏川5384-1番地先 L = 52.3 ほ場整備に伴う認定

堀金1782号線 堀金烏川5381-50番地先 W = 5.45～3.6

22239 穂高9881番地先 L = 507.8

穂高2239号線 穂高8083-1番地先 W = 6.5～4.5

13614 豊科181-1番地先 L = 49.0

豊科3614号線 豊科181-2番地先 W = 5.0

31924 三郷明盛1835-23番地先 L = 80.0

三郷1924号線 三郷明盛75-12番地先 W = 5.0

農道へ所管替えに伴う
再認定

新規認定

新規認定

- 3 -

26

27

28

29

30

22

23

24

25

21

10.45～4.0



（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

整
理
番
号

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

54304 明科七貴3944-1番地先 L = 29.5

明科4304号線 明科七貴3944-3番地先 W = 4.5

- 4 -

31 新規認定



 

 

 

 

-５- 

認定路線位置図 整理番号１～27 



 

 

 

 

 

-６- 

整理番号 28 認定路線位置図 

穂高 2239号線 



 

 

 

 

 

 

-７- 

認定路線位置図 整理番号 29 

豊科 3614号線 



 

 

 

 

 

 

 

-８- 

認定路線位置図 整理番号 30 

三郷 1924号線 



 

 

 

 

 

 

 

-９- 

認定路線位置図 整理番号 31 

明科 4304号線 



議案第66号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第13号及び地方公営企業法(昭

和27年法律第292号)第40条第２項並びに安曇野市水道事業の設置に関する条例

(平成17年条例第248号)第６条の規定により、下記のとおり損害賠償の額を定める

ことについて、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 損害賠償の相手方 

安曇野市******************* 

******** 

 

２ 事故の概要 

平成30年３月23日、安曇野市明科****************の宅地内において、止水

栓の不具合により器具が凍結破損し、宅内浸水したもの。 

 

３ 損害賠償の額 

本事故の原因は安曇野市水道事業の管理する給水装置の不具合であり、損害

部分の安曇野市の過失を 100％とする。 

よって、安曇野市は上記１の相手方に対し、損害の解決金として1,320,761円

を賠償するものとする。 

なお、本件事故に関し、安曇野市及び相手方との間には、損害賠償金以外に

何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 

 

平成31年２月20日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 

 

 

 



議案第 67 号 

 

 

公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第５項の規定による指定

管理者の指定の期間を変更したいので、下記のとおり議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 施設の名称 

    安曇野市穂高プール 

 

 ２ 指定管理者の本社所在地及び名称 

    東京都江東区大島１丁目９番８号 

    株式会社 フクシ・エンタープライズ 

    代表取締役 福士 昌 

 

 ３ 指定期間の変更 

    「平成 27年４月１日から平成 31年３月 31日まで」を「平成 27年４月１日

から平成 33年（2021年）９月 30日まで」に変更する 

 

 

平成 31 年２月 20 日 提出 

 

 

                      安曇野市長  宮澤 宗弘  

 

 



議案第 68 号 

 

安曇野市等公平委員会共同設置規約の一部を変更する規約 

安曇野市等公平委員会共同設置規約（平成 17 年告示第 175 号）の一部を次のよ

うに変更する。 

第１条に次の１号を加える。 

(５) 安曇野市・松本市山林組合 

附 則 

この規約は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

 

平成 31 年２月 20 日 提出 

 

  安曇野市長 宮澤 宗弘 

 


